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第２６ 排煙設備 

 

 

１ 主な構成 

(1) 排煙機を作動させ、排煙しようとする部分の煙を引き出すことにより、外部に

排煙する方式のもの（以下「機械排煙方式」という。第２６－１図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 直接外気に接する排煙口から排煙する方式のもの（以下「自然排煙方式」とい

う。第２６－２図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６－１図 

第２６－２図 
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２ 用語の定義 

(1) 排煙設備とは、排煙機、給気機、排煙風道、給気風道及び附属設備等をいい、

換気設備又は排煙に利用できる空気調和設備（調和機を除く。）を兼ねているも

のを含むものとする。 

(2) 風道とは、排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有する

もので、排煙機又は給気機に接続されているものをいう。 

(3) 防煙壁とは、間仕切壁、天井面から５０ｃｍ（政令第２８条第１項第１号に掲

げる防火対象物にあっては、８０ｃｍ）以上下方に突出した垂れ壁その他これら

と同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料（アルミニウム、ガ

ラス（線入り、網入りガラスを除く。）等加熱により容易に変形又は破損するも

のを除く。）で造り、又は覆われたものをいう。 

(4) 防煙区域とは、防煙壁によって床面積５００㎡（政令第２８条第１項第１号に

掲げる防火対象物にあっては３００㎡）以下に区画された部分をいう。 

(5) 給気口とは、防煙区画内における開口部で、排煙及び給気時、当該部分への空

気流入に供される開口部をいう。 

(6) 空気流入口とは、消火活動拠点又は駐車場の防煙区画の開口部で、排煙時に当

該防煙区画への空気流入に供される開口部をいう。 

(7) 排煙口とは、防煙区画内における排煙風道に設ける煙の吸入口及び直接外気へ

の排出口をいう。 

(8) 煙排出口とは、排煙風道に設ける屋外への煙の排出口をいう。 

(9) 附属設備とは、非常電源、排煙切替ダンパー、給気口に設ける垂れ壁（可動式 

  のものを含む。）その他の排煙のために設けられる全ての機器をいう。 

(10)排煙方式は機械排煙方式、加圧防排煙方式、自然排煙方式等をいう。 

(11)機械排煙方式とは、排煙機を作動させ、排煙しようとする部分の煙を引き出す

ことにより、外部に排煙する方式をいう。 

(12)加圧防排煙方式とは、特別避難階段の付室、非常用エレベーターの乗降ロビー 

等に機械給気加圧を行い、外部からの煙の流入を防止する方式等で、加圧された 

部分以外には排煙上有効な措置を講じてあるものをいう。 

  (13)自然排煙方式とは、直接外気に接する排煙口から排煙する方式をいう。 
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  (14)消火活動拠点とは、特別避難階段の付室、非常用エレベーターの乗降ロビーそ 

の他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画をいう。 

 

３ 排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分 

省令第２９条に規定する排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分は次の各号

に掲げる部分とする。 

(1) 常時、直接外気に開放されている部分 

ア 防煙区画された部分ごとに一以上を設けること。ただし、給気口（給気用の

風道に接続されているものに限る。）が設けられている防煙区画であって、当

該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合には、この限

りではない。 

イ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が３０ｍ以下となるように

設けること。 

ウ 天井又は壁（防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さ

の２分の１以上の部分）に設けること（第２６－３図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
エ 直接外気に接する開口部の面積の合計は次によること。 

直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあっては、当該排煙口の面

積の合計は、第２６－１表の左欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の右欄

に掲げる面積以上であること。  

 

 

 

 

 

 

第２６－３図 

第２６－１表 

防煙区画の区画 直接外気に開放されている開口部の面積 

消火活動拠点 
２㎡（特別避難階段の付室と非常用エレベーターの乗降ロビー

を兼用するものにあっては３㎡） 

消火活動拠点以外の部分 当該防煙区画の床面積の５０分の１となる面積 
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(2) 政令別表第１に掲げる防火対象物又はその部分（主として当該防火対象物の関

係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。）のうち、政

令第１３条第１項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げ

る消火設備（移動式のものを除く。）が設置されている部分。 

ただし、政令第１３条の水噴霧消火設備等及び政令第２８条の排煙設備がいず

れも必要となる駐車の用に供する部分にあっては、消火設備は努めて水噴霧消火

設備又は泡消火設備とし、排煙設備を設置すること。★ 

(3) 防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断

して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれが無いもの

として消防庁長官が定める部分（令和８年３月現在未制定） 

 

４ 一般の排煙設備 

(1) 防煙区画 

ア 防煙区画は、一の階で２以上に区分し、２以上の階にわたらないこと（第２

６－４図参照）。★ 

ただし、避難階とその直上階又は直下階のみに通ずる吹き抜けとなっている

部分の面積が大きく、かつ、避難上及び消火活動支障がない場合は、１の防煙

区画として取り扱うことができる。この場合、手動起動装置を各々の階に設け

ること（第２６－５図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ 防煙区画は可能な限り単純な形状とすること。★ 

ウ 間仕切り壁の上部が、次に掲げる条件に該当する排煙上有効に開放されてい

る場合の２室については、原則として、同一の防煙区画と見なすことができる

（第２６－６図参照）。 

第２６－４図 第２６－５図 
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(ｱ) 間仕切り壁の上部（防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天

井の高さの２分の１以上の部分に限る。）の部分が常時開放されていること。 

(ｲ) 当該開放部分の面積が、それぞれ排煙を負担する床面積の５０分の１以上

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
エ 省令第３０条第１号イに規定する防煙壁は、耐火構造又は不燃材料（アルミ

ニウム、ガラス（線入り、網入りガラスを除く。）等加熱により容易に変形又

は破損するものを除く。）によるものとすること。 

オ 防煙壁に開口部を設ける場合は、常時閉鎖式又は煙感知器の作動若しくは排

煙機の起動と連動して閉鎖する特定防火設備を設けること。★ 

(2) 排煙口 

  省令第３０条第１号に規定する排煙口は、次によること。 

ア  防煙区画された部分ごとに一以上を設けること。ただし、給気口（給気用の

風道に接続されているものに限る。）が設けられている防煙区画であって、当

該給気口からの給気により煙を有効に排除できる場合には、この限りではない。 

イ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が３０ｍ以下となるように

設けること（第２６－７図参照）。 

 

 

 

 

第２６－６図 
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ウ 同一の防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、一の手動起動装置により、

連動して開放すること（第２６－８図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 防煙区画に可動間仕切りがある場合は、それぞれに排煙口を設け、一の手動

起動装置により、連動して開放すること（第２６－９図参照）★。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６－７図 

第２６－８図 

第２６－９図 
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オ 消火活動拠点又は直通階段に通ずる主たる廊下若しくは通路に設ける排煙口

は、消火活動拠点又は避難方向と反対となる部分に設置すること（第２６－１

０図参照）★。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 天井又は壁（防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さ

の２分の１以上の部分）に設けること。 

キ 排煙用の風道に接続又は直接外気に接していること。 

ク 排煙口の構造は、次によること。 

(ｱ) 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により

閉鎖するおそれのないものであること。 

(ｲ) 排煙用の風道に接続されているものにあっては、当該排煙口から排煙して

いるとき以外は閉鎖状態にあり、排煙上及び保安上必要な気密性を保持でき

るものであること。 

ケ 自然排煙口は、次によること。 

(ｱ) 直接外気に接している排煙口（以下この項において「自然排煙口」という。）

から排煙する防煙区画にあっては、当該排煙口の面積の合計は、第２６－２

表に掲げる面積以上であること。 

 

 

 

 

 
(ｲ) 防煙区画の各部分から一の自然排煙口までの水平距離が３０ｍ以下となる

ように設けること（第２６－１１図参照）。 

防煙区画の区分 面  積 

消火活動拠点以外の部分 当該防煙区画の床面積の５０分の１となる面積 

第２６－１０図 

第２６－２表 
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(ｳ) 自然排煙口の有効開口面積は、第２６－１２図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ｴ) 自然排煙口の前面で、直接外気に開放されている空間は、隣地境界線又は

同一敷地内の他の建築物若しくは工作物より有効で２５㎝以上確保するもの

とすること。★ 

第２６－１１図 

第２６－１２図 
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ただし、公園、広場、川等の空地又は水面などに面する部分を除く。 

(ｵ) 防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さの２分の１

以上にある自然排煙口としての回転窓、内たおし窓、外たおし窓及びガラリ

について、開口部面積（Ｓ）と有効開口面積（Ｓ０）の関係は、回転角度（α）

に応じて、次の算定式により取り扱うこと（第２６－１３図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) 風道 

ア 排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであ

ること。 

イ 排煙機又は給気機に接続されていること。 

ウ 風道内の煙の熱により、周囲の過熱、延焼等が発生するおそれのある場合に

あっては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。 

エ 風道が防火壁を貫通する場合にあっては、排煙上支障となる隙間を生じない

ようにすること。 

オ 防火区画を貫通しないようにすること。★ 

やむを得ず耐火構造の壁又は床を貫通する場合、当該箇所、その他延焼の防

止上必要な箇所に防火ダンパーを設ける場合にあっては、次によること。 

(ｱ) 外部から容易に開閉することができること。 

(ｲ) 防火上有効な構造を有するものであること。 

(ｳ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。 

この場合において、自動閉鎖装置を設けた防火ダンパーの閉鎖する温度は

２８０℃以上とすること。 

(4) 排煙機 

ア 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所

第２６－１３図 
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に設けること。 

イ 排煙機の性能は次によること。 

(ｱ) 排煙機により排煙する防煙区画にあっては、当該排煙機の性能は、第２６

－３表の左欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の右欄に掲げる性能以上

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあっては、当該排煙口の

面積の合計は、第２６－４表の左欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる面積以上であること。 

 

 

 

 

 

ウ 煙排出口は、次によること。★ 

(ｱ) 防火対象物の周囲の状況、気象条件等を考慮して、排出された煙が避難あ

るいは消火活動の妨げとならない位置に設けること。★ 

(ｲ) 排出された煙が、給気風道の外気取入口から流入しない位置に設けること。★ 

(5) 起動装置 

ア 手動起動装置は、次によること。 

(ｱ) 一の防煙区画ごとに設けること。 

(ｲ) 当該防煙区画内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近する

ことができる箇所に設けること。 

(ｳ) 操作部は、壁に設けるものにあっては床面から０．８ｍ以上１．５ｍ以下

の箇所、天井から吊り下げて設けるものにあっては、床面からの高さがおお

むね１．８ｍの箇所に設けること。 

 

防煙区画の区分 面  積 

消火活動拠点以外の部分 当該防煙区画の床面積の５０分の１となる面積 

防煙区画の区画 必 要 性 能 

政令第２８条第１項第１号

に掲げる防火対象物 

３００㎥毎分（１の排煙機が２以上の防煙区画に接続されている

場合にあっては、６００㎥毎分）の空気を排出する性能 

政令第２８条第１項第２号

及び第３号に掲げる防火対

象物 

１２０㎥毎分又は当該防煙区画の床面積に１㎥毎分（１の排煙機

が２以上の防煙区画に接続されている場合にあっては、２㎥毎分）

を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能 

 

第２６－３表 

第２６－４表 
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イ 自動起動装置は、次に定めるところによること。 

(ｱ) 自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又

は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。 

(ｲ) 防災センター等に自動手動切替装置を設けること。この場合において、手

動起動装置はアによること。 

(ｳ) 防災センター等に設ける起動等の制御及び作動状態の監視ができる装置は、

次によること。 

ａ 明瞭に判別でき、かつ、速やかに操作することができる位置に配置する

こと。 

ｂ 当該防火対象物の階、作動状態等を系統別に表示できること。 

(ｴ) 防災センター等には、排煙口を明記した防煙区画図及び排煙設備操作説明

書を掲出すること。 

(6) 常用電源は、省令第２４条第３号の規定の例により設けること。 

(7) 非常電源は、省令第１２条第１項第４号の規定の例により設けること。 

(8) 操作回路の配線は、省令第１２条第１項第５号の規定の例により設けること。 

(9) 総合操作盤 

ア 機器 

「総合操作盤の基準を定める件」に適合すること。 

なお、原則として認定品を使用すること。★ 

イ 設置場所 

防災センター等に設けること。 

(10)風道、排煙機、給気機及び非常電源には、省令第１２条第１項第９号による耐

震措置を講ずること。 

 

５ 消火活動拠点の排煙設備 

(1) 排煙方式は、努めて８・(2)の例による加圧防排煙方式とすること。★ 

(2) 加圧防排煙方式以外の排煙方式の場合は４（(2)・ケを除く。）によるほか、

次のように設置すること。 

ア 排煙機 

(ｱ) 排煙機により排煙する防煙区画にあっては、当該排煙機の性能は、第２６

－５表の左欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の右欄に掲げる性能以上

であること。 

 



第２６ 排煙設備 

26-12 
 

 

 

 

 

 

(ｲ) 直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあっては、当該排煙口の

面積の合計は、第２６－６表の左欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる面積以上であること。 

 

 

 

 

 

(ｳ) 給気は、次のいずれかによること。 

ａ 消火活動上必要な量の空気を供給することができる性能の給気機とする

こと。 

ｂ 面積の合計が１㎡（特別避難階段の付室と非常用エレベーターの乗降ロ

ビーを兼用するものにあっては、１．５㎡）以上の直接外気に接する給気

口により行うこと。 

イ 給気口 

(ｱ) 消火活動拠点ごとに、１以上を設けること。  

(ｲ) 床又は壁（床面からの高さが天井の高さの２分の１未満の部分に限る。）

に設けること。 

(ｳ) 給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。 

(ｴ) 給気口の構造は、次に定めるところによること。 

ａ 当該給気口から給気している場合において、給気に伴い生ずる気流によ

り閉鎖するおそれのないものであること。 

ｂ 給気用の風道に接続されているものにあっては、当該給気口から給気し

ているとき以外は閉鎖状態にあり、給気上及び保安上必要な気密性を保持

できるものであること。 

ウ 風道 

排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設

置しないこと。 

防煙区画の区分 必 要 性 能 

消火活動拠点 

２４０㎥毎分（特別避難階段の付室と非常用エレベーターの乗降ロ

ビーを兼用するものにあっては、３６０㎥毎分）の空気を排出する

性能 

第２６－５表 

防煙区画の区分 面 積 

消火活動拠点 
２㎡（特別避難階段の付室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼

用するものにあっては３㎡） 

第２６－６表 
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６ 舞台部の排煙設備 

政令別表第１（１）項の劇場等の舞台部に設ける排煙設備は、４のほか、次によ

ること。★ 

(1) プロセニアムシャッターを床面から１～２ｍ位まで降下させ舞台部上部から排

煙する方式とすること。★ 

(2) 排煙機を用いるものにあっては、客席から舞台部への空気の流入速度がおおむ

ね２ｍ／sec以上となるようにすること。★ 

(3) 自然排煙とするものの排煙口の大きさは、第２６－１４図を参照し、次式又は

第２６－１５図により求めた数値以上であること。★ 

 

 

 

 

 

  ｈ ：空気流入口上端から排煙口までの高さ（ｍ） 

  Ｈ ：空気流入口の高さ（ｍ） 

  Ｓ′：Ｓ１′＋Ｓ２′（空気流入口合計面積（㎡）） 

  Ｓ０ ：舞台部の床面積（㎡） 

  Ｓ″：Ｓ１′＋Ｓ２″（排煙口合計面積（㎡）） 

  1.2 ：火災による上昇温度３００℃、空気過剰率１、完全燃焼率０．４とした

ときの係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ０ √ 
1.2Ｓ′ 

Ｓ０ Ｓ″ 

Ｓ０ 
＝ 

√ ｈ 

Ｈ 

＝ 1.2 
Ｈ 
ｈ ・ Ｓ′ 

火 

Ｓ１″ 

 

Ｓ２″ 

Ｓ１′ Ｓ２′ 

ｈ 

Ｈ 

第２６－１４図 
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７ 地下鉄の排煙設備 

(1) 建築物として取り扱う部分は４によること。 

(2) 政令別表第１（１０）項の地下プラットホームに設ける排煙設備にあっては、

上層階への伝播を防止するため、階段、エスカレーター部分等におおむね２ｍ／

 

 

158 
4.8 

※ 所要排煙口算出例 

Ｓ ＝500、Ｓ ＝40、ｈ＝20ｍ、Ｈ＝２ｍのときの排煙口の必要面積を求める。 0 ′ 

① 計算による方法 
Ｓ ″ 
Ｓ ０  

＝ 1.2 2 
20 

・ 40 
500 

＝ 1.2 × 
3.16 

1 
× 

50 
4 

＝ ＝0.03 √ 
Ｓ  ＝0.03×500＝15（㎡） ″ 

② グラフによる方法 
Ｓ 
Ｓ 

＝ 40 
500 

＝ 0.08, 
ｈ 
Ｈ 

＝ 
20 
2 

＝ 10をグラフの横基準線と斜線に選ぶ。 

（0.08 ＝  8×10   として８を使う） －2 

′ 

0 

Ｓ 
Ｓ 

＝ 8, 
ｈ 

Ｈ 
＝ 10の交点を水平に左に移し、縦の基準線の交点 

′ 

0 

Ｓ 
Ｓ 

≒ 3.04を読む （ Ｓ 
Ｓ 

＝ 8×10 －2 としたので、 Ｓ 
Ｓ 
′ ′ ″ 

0 0 0 
≒3×10   ＝0.03 －2 ) 

Ｓ 
Ｓ 

＝ 0,03であるから、Ｓ ＝0.03×500＝15（㎡） 
″ 

0 
″ 

第２６－１５図 
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sec以上の下降気流が生じる方式とすること。★ 

 

８ 地下駐車場の排煙設備（政令第２８条第１項（第２号を除く。）の規定により、

地下４階以下の階で、駐車場の用に供する部分の床面積が１，０００㎡以上のもの

に設ける排煙設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 駐車の用に供する部分 

ア 排煙方式は吸引排煙方式及び空気流入口を設けたものとすること。★ 

イ 防煙区画は、床面積１，０００㎡以内に区画された駐車場の防煙区画を２５

０㎡以内ごとに、天井から５０ｃｍ以上下方に突き出した垂れ壁又は天井から

５０ｃｍ以上の梁で行うこと。★ 

ウ 排煙口は、次により設けること。 

(ｱ) 天井面又は壁の上部（天井から８０ｃｍ以内の距離にある部分をいう。）に設

けること。★ 

(ｲ) 天井から５０ｃｍ以上の梁により小区画されている場合は、２５０㎡以下

ごとに２５ｃｍ以上の垂れ壁を設けた部分に排煙口を設ければ、小区画ごと

に排煙口を設けなくてもよいものであること。★ 

エ 排煙機は、次により設けること。 

排煙機の能力は、防煙区画に区画された部分の床面積１㎡につき２㎥／min

以上とすること。ただし、２以上の防煙区画に区画された部分にあっては、当

該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積（ウ・(ｲ)を適用する場合

は、２５ｃｍ以上の垂れ壁に区画された部分）１㎡につき４㎥／min以上とす

ること。★ 

オ 空気流入口は、次により設けること。 

(ｱ) 防煙区画には、直接外気に通じる風道、通路、傾斜路、空堀等から自然流

排煙口 排煙口 

２５０㎡以下 ２５０㎡以下 

以上 以上 以上 
25cm 25cm 25cm 

垂れ壁 垂れ壁 垂れ壁 
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入させた１以上の空気流入口（防火戸等を含む。）を設け、その大きさの合

計は９㎡以上とすること。★ 

(ｲ) 給気風道と直結する空気流入口は、常時閉鎖とし、排煙口又は排煙機と連

動して開放するものであること。 

(ｳ) 空気流入口の位置は、できる限り床面近くの低位置に設けること。★ 

(ｴ) １以上の防煙区画に(ｱ)により空気流入口が設けられており、防煙区画間

に設けられる空気流入口がシャッターで手動式の開閉装置が設置された他の

防煙区画は、直接外気に通ずる風道、通路、傾斜路、空堀等から自然流入さ

せたものと同等とみなすことができること。 

カ 給気風道は、次により設けること。 

(ｱ) 防火区画を貫通しないようにすること。★ 

やむを得ず防火区画等を貫通する場合は、溶解温度７２℃のヒューズで作

動する防火ダンパーを設けること。 

(ｲ) 風道の断面積は、３㎡以上とすること。★ 

(2) 駐車の用に供する部分以外の部分 

ア 消火活動拠点又はこれらに通ずる廊下部分に設置する排煙設備については、

加圧防排煙方式を検討すること。★ 

(ｱ) 加圧防排煙方式は、多種の方式が考えられているが原則として次によるこ

と。 

ａ 給気加圧の圧力差は、付室＞廊下＞その他の部分の順とすること。 

ｂ 付室及び廊下扉の開閉困難等の障害を防止するため、余剰空気を排出さ

せる装置等を設けること。 

ｃ 付室加圧給気量は、加圧空間に面する扉、エレベーターシャフト等の隙

間から漏れる量等を考慮して求めること。 

(ｲ) 加圧防排煙方式と他の排煙方式を行う場合は、システムとして調整を図り、

設けること。 

イ アの加圧防排煙方式で行った以外の部分については、(1)によること。 

(3) 地下３階までの階で、駐車の用に供する部分の床面積が１，０００㎡以上のも

のについても努めて(1)によること。★ 

 

９  特例基準 

(1) 次のいずれかに該当する場合は、政令第３２条の規定を適用し、排煙口を設け

ないことができる｡ 
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ア 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、次のすべてに適合している

場合（８・(2)・アの部分を除く。） 

(ｱ) 耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖式の特定防火設備若しくは防火設備

で区画されていること｡ 

(ｲ) 区画内の壁及び天井の室内に面する部分（廻り縁、窓台その他これらに類

するものを除く。）は、準不燃材料で仕上げたものであること｡ 

(ｳ) 区画された部分の床面積が５０㎡以下のものであること。ただし、廊下に

あっては１５㎡以下のものに限ること｡ 

イ 浴室、便所その他これらに類する場所 

ウ 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又

は自動閉鎖式の防火設備で区画された部分で、エレベーターの機械室又は機械

換気設備の機械室その他これらに類する室の用途に供されるものであること｡ 

エ 階段の部分 

オ エレベーターの昇降路、リネンシュート、配管スペース、ダクトスペース、

風除室その他これらに類する部分 

カ 不燃材料で造られた冷凍室、冷蔵室その他これらに類する場所で、自動温度

調節装置が設けられ，かつ、守衛室等常時人のいる場所に警報が発せられる場

合 

(2) アの適用対象について、イに掲げる要件のいずれにも該当する場合は、省令第

３０条第３号ロの規定にかかわらず、政令第３２条の規定を適用し、排煙用の風

道（消火活動拠点に設けられる排煙口に接続するものに限る。）に排煙機を接続

しないことができるものとする。 

ア 適用対象 

政令第２８条第１項（第１号、第２号及び第３号のうち政令別表第１（１０）

項を除く。）に掲げる防火対象物若しくはその部分に掲げる防火対象物の階 

イ 基準の特例の要件 

(ｱ) 消防排煙設備は、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる

特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件（平成１２年建設省告示第１４

３７号）１に適合していること。この場合において、同告示１・ハ・(3)に

規定する「送風機」は｢給気機｣と読み替えるものとする。 

(ｲ) 給気機は、消火活動拠点に設置する給気口の通過風量が５，５００㎥毎時

以上の空気を供給することができる性能であること。 

(ｳ) 省令第３０条第４号イに基づく手動起動装置及び同条同号ロに基づく自動
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起動装置の両方を設けること。 

この場合において、省令第３０条第４号ロ・(ｲ)の規定の適用にあっては、

消火活動拠点に隣接する室（階段室を除く。）における作動又は開放によっ

てのみ連動して起動するものとすることができる。 

(ｴ) 消火活動拠点以外の部分に設ける消防排煙設備は、省令第３０条に適合し

ていること。  

 

 

 

 

 

 

 

 


